
 

 

   

乗り入れ授業を実施しました 

１ 

11月６日（水）、市内全小学校の６年生が砂川中学校を訪れて、中学校の日課に応じた

２時間の授業を受けました。 

乗り入れ授業は、小中一貫教育に向けた取組の一環として、児童が中学校の授業を体験

し、中学校の授業に慣れることや、中学校の教員が次年度以降に入学する児童の様子を確

認することを目的としています。 

参加した児童は、中学校の専門的な授業を受けたり、校内の様子や先輩達の姿を見たり

して来年から始まる中学校生活のイメージを膨らませていました。 

砂川学園制服・ジャージのデザインを選ぶアンケートを実施しました 

砂川学園の制服・ジャージは、小中学校ＰＴＡ役員の方などのご協力を得ながら、それ

ぞれ３つのデザイン案が完成し、その中から１つを決定するためのアンケートを児童生

徒とその保護者、市内保育所（園）・幼稚園の園児の保護者を対象に実施しました。 

また、画像と実物では色合いなどの印象が異なる場合もあるため、各小中学校と市役所

を会場にデザインサンプルの展示を行いました。 

決定した制服・ジャージのデザインは、次号以降の統合準備だより及びホームページに

てお知らせします。 

▲学校と市役所でのデザインサンプル展示の様子 

▲国語 ▲美術 ▲理科 ▲体育 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

◆お問い合わせ  砂川市教育委員会学校再編課 

  住所：砂川市西７条北２丁目１番１号     

電話：0125-74-4313 FAX：0125-74-8798 Ｅ-mail：saihen@city.sunagawa.lg.jp 

 

★小中学校統合の関係は、市ホームページでも公開しています。 
 

右の QR からもアクセスできます 

URL：https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/kosodate_kyouiku/ 

kyouikugyousei/2020-0827-1549-62.html 

 

２ 

「砂川学園スクールバス運行の協議に関する報告書」について 

10月10日（木）、砂川市立小中学校統合準備委員会（以下「準備委員会」）の松原会長

から髙橋教育長へ「砂川学園スクールバス運行の協議に関する報告書」が提出されました。 

報告書の内容は、砂川学園の開校に伴い、遠距離通学となる児童生徒を対象としたスク

ールバスの運行に関して準備委員会で協議決定した下記の５点です。 

①乗車基準 

 自宅から砂川学園までの距離が、１stステージは「２ｋｍ以上」、２nd・３rdステージ

は「３ｋｍ以上」の児童生徒を対象とする。 

②運行経路及び停留所 

運行経路は８経路とし、停留所は１５か所とする。 

③一般利用の有無 

児童生徒の専用車両として運行し、一般の混乗は行わない。 

④利用の料金 

無料とする。 

⑤運行内容 

車両は、中型バス（正座３７席＋補助７席）８台で運行する。 

登校時は１便、下校時は３便を基本とする。 

部活動練習に要する運行については、現行を基本とする(旧石山中学校と砂川学園間の

巡回運行)。 

登下校便の空き時間は、学校教育活動に要する運行を行う。 

 

 

▲髙橋教育長に報告書を提出する松原会長 


